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安全対策の取組「一現場・安全ひと工夫」について（依頼） 

 

 このことについては、昨年度から工事事故防止対策として取り組んできたところですが、

令和６年度においても下記のとおり実施します。 

 つきましては、受注者への周知と工夫事例の収集に御協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 取組の目的  

  受発注者の安全意識を向上させ、工事事故削減を推進する。 

 

２ 取組内容 

 ・安全対策の工夫を奨励し、工夫事例を収集・展開する。 

 ・収集する工夫は、以下の分類に関するものとする。 

①転倒・墜落防止、②機械・器具の接触及び挟まれ事故防止、③公衆災害防止、 

④見える化 

 ・今年度も本庁検査工事で試行し、次年度以降は当該取組の効果検証後に事務所を含め

た展開を検討する。 

 

３ 実施計画 

（1） 実施期間：令和６年８月 ～ 令和７年２月 

（2） 実施対象：交通基盤部及び経済産業部の発注する工事のうち、 

工事検査課が検査を行うもの 

（3） 実施内容：取組の周知、工夫事例の収集、好事例の発信 

（4） 収集事例：費用をあまりかけずに、ちょっとした工夫でできる安全対策の好事例 

 

４ 依頼内容 

（1） 別添チラシ配布及びホームページへの掲載による貴協会員への周知 

（2） 本取組の奨励 

   

 創意工夫の取組は既に行われているが、本取組では安全対策の工夫を重点的に奨励 

するものである。 

 

※本取組内容については、検査時に検査監が受注者の現場代理人等に改めて説明する。 
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